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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体の外郭をなす矩形状の外枠と、複数種の遊技機構成部材が搭載セットされ、前記外
枠の開口前面側に開閉及び着脱自在に取り付けられる中枠と、前記中枠の前面側に装着さ
れる球皿を備える遊技機の遊技機用スピーカシステムにおいて、
　前記外枠内の中枠設置部位よりも下方位置には、１つの中高音用スピーカユニットと前
記中高音スピーカユニットの前面部よりも大きい前面部を有する１つの中低音用スピーカ
ユニットを収容可能な単一のエンクロージャ構造をなすスピーカ収容部が１つ形成され、
前記スピーカ収容部は、当該スピーカ収容部の中央において前記中低音用スピーカユニッ
トを収容する第１空間と、前記第１空間の両側に配置されるとともに前記第１空間の奥行
き幅よりも奥行き幅が小さい第２空間とを有し、
　前記中高音用スピーカユニットと前記中低音用スピーカユニットは、前記スピーカ収容
部の前面側を覆う遮蔽板に対し、それぞれの前面部を機表側に向けるように取り付けられ
ているとともに、前記中高音用スピーカユニットは前記中低音用スピーカユニットの側方
に位置するように一方の第２空間のみに収容されており、
　前記遮蔽板には、前記中高音用スピーカユニットの前面部と対応する位置及び前記中低
音用スピーカユニットの前面部と対応する位置に、それぞれ音放出口が形成されていると
ともに、各第２空間に対応する位置であって、かつ前記中高音用スピーカユニット及び前
記中低音用スピーカユニットよりも外側の位置に、前記音放出口とは別にバスレフポート
が開口形成されており、
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　各バスレフポートは、前記第２空間を形成する内壁面に沿って屈曲した筒状をなすよう
に形成したバスレフダクトにそれぞれ連通されていることを特徴とする遊技機用スピーカ
システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技機用スピーカシステムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、パチンコ機等の遊技機においては、遊技機の機内部に、各種遊技状態に応じて様
々な効果音（入賞音等）を発するための遊技機用スピーカ装置が装備されている。即ち、
遊技機において機体の外郭をなす外枠内には、遊技機の搭載枠とも称される中枠（内枠と
もいう）が設置され、この中枠の前面側下部に前記スピーカ装置は配設されている。とこ
ろで、このスピーカ装置が配設される中枠の前面側下部には、機表側の上球皿及び下球皿
へ機裏側の球払出装置から遊技球を夫々排出するための各球排出口が形成される他に、発
射レール等も配設される。そのため、前記スピーカ装置の配設スペースは限られたものと
され、その結果、前記スピーカ装置には、従来から、小型のスピーカユニットが使用され
ていた。
【０００３】
その一方、近時においては、遊技機における興趣を高める一環として、スピーカ装置から
発せられる音の高音質化が希求されている。しかし、前述したような小型のスピーカユニ
ットでは、いくらスピーカユニットの性能が年々向上しているとはいえ、その特性上、低
音の迫力が十分ではなく、その音質は、決して遊技者を満足させるものではなかった。
【０００４】
そこで、このような事情に鑑みて、例えば特開平８－１９６３８号公報に示すようなスピ
ーカシステムが提案されている。即ち、この公報に記載のスピーカシステムでは、遊技機
の機内部にではなく、スペース的に比較的余裕がある遊技機の機外後方にスピーカユニッ
トを収容したスピーカボックスを配設する構成としている。そして、遊技機における中枠
を前後方向へ貫通するように形成されたダクトを介して前記スピーカユニットからの効果
音等を機表側に形成された音放出口から放出するようにしている。従って、この公報に記
載のスピーカシステムによれば、スピーカユニットを機内部に装備しないため、スピーカ
ユニットの大型化を実現でき、再生帯域を広げることで高音質化を図ることも可能とされ
ていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記公報に記載のスピーカシステムでは、スピーカユニットを収容するス
ピーカボックスが遊技機の機外後方に遊技機とは別体の構成で配設されているため、次の
ような問題があった。即ち、遊技機において機外後方に面する機裏側には、各種の制御基
板及び球払出装置等の遊技機構成部材が配設されている。そして、これらの遊技機構成部
材については、定期・不定期を問わず、頻繁に部材交換等のメンテナンス作業を行うこと
がある。そのため、前述したように、遊技機の機外後方に遊技機とは別体構成のスピーカ
ボックスが配設されていると、遊技機における機裏側のメンテナンス作業がしずらいとい
う問題があった。
【０００６】
本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、遊技機における
機裏側のメンテナンス作業に支障を与えることなく、当該遊技機が備えるスピーカ装置の
高音質化を図ることができる遊技機用スピーカシステムを提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本願請求項１に係る発明は、機体の外郭をなす矩形状の外
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枠と、複数種の遊技機構成部材が搭載セットされ、前記外枠の開口前面側に開閉及び着脱
自在に取り付けられる中枠と、前記中枠の前面側に装着される球皿を備える遊技機の遊技
機用スピーカシステムにおいて、前記外枠内の中枠設置部位よりも下方位置には、１つの
中高音用スピーカユニットと前記中高音スピーカユニットの前面部よりも大きい前面部を
有する１つの中低音用スピーカユニットを収容可能な単一のエンクロージャ構造をなすス
ピーカ収容部が１つ形成され、前記スピーカ収容部は、当該スピーカ収容部の中央におい
て前記中低音用スピーカユニットを収容する第１空間と、前記第１空間の両側に配置され
るとともに前記第１空間の奥行き幅よりも奥行き幅が小さい第２空間とを有し、前記中高
音用スピーカユニットと前記中低音用スピーカユニットは、前記スピーカ収容部の前面側
を覆う遮蔽板に対し、それぞれの前面部を機表側に向けるように取り付けられているとと
もに、前記中高音用スピーカユニットは前記中低音用スピーカユニットの側方に位置する
ように一方の第２空間のみに収容されており、前記遮蔽板には、前記中高音用スピーカユ
ニットの前面部と対応する位置及び前記中低音用スピーカユニットの前面部と対応する位
置に、それぞれ音放出口が形成されているとともに、各第２空間に対応する位置であって
、かつ前記中高音用スピーカユニット及び前記中低音用スピーカユニットよりも外側の位
置に、前記音放出口とは別にバスレフポートが開口形成されており、各バスレフポートは
、前記第２空間を形成する内壁面に沿って屈曲した筒状をなすように形成したバスレフダ
クトにそれぞれ連通されていることを要旨とした。
【００１３】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
以下、本発明をパチンコ遊技機（以下、「遊技機」という）における遊技機用スピーカシ
ステムに具体化した第１実施形態を図１～図４に従って説明する。
【００１４】
図１に略示するように、本実施形態に係る遊技機１０は機体の外郭をなす正面視縦矩形枠
状の外枠１１を備えている（なお、図１には外枠１１の下枠部１１ａのみが図示されてい
る。）。そして、この外枠１１の開口前面側には複数種の遊技機構成部材を搭載セットし
た縦長方形状の中枠１２が開閉及び着脱自在に組み付けられている。即ち、中枠１２の前
面側には、図１に示すように、機内部に配置された遊技盤１３を透視保護するためのガラ
ス枠を備えた前枠１４と上球皿１５とが共に横開き状態で開閉可能に組付け整合されてい
る。また、中枠１２の前面側において、前記上球皿１５の組み付け整合領域よりも下方に
は、打球発射装置１６と下球皿１７が装着されている。
【００１５】
前記中枠１２の外郭形状は、横方向の幅寸法が前記外枠１１の横方向の幅寸法と略同一と
され、縦方向の長さ寸法が前記外枠１１の縦方向の長さ寸法よりも短く形成されている。
従って、中枠１２は、図１に示すように、その上端縁及び左右両側縁を外枠１１の上端縁
及び左右両側縁にそれぞれ略一致させた状態で、外枠１１の開口前面側に組み付け整合さ
れている。そして、この遊技機１０では、外枠１１内における中枠１２の組み付け整合領
域（即ち、中枠設置部位）よりも下方領域の開口前面側が遮蔽板１８にて覆われた構成と
され、この遮蔽板１８の裏面側に対応する機内部にスピーカ収容部が形成されている。
【００１６】
前記遮蔽板１８は、前枠１４や下球皿１７等と同材質の合成樹脂からなる板材であり、図
１に示すように、正面から見て当該遮蔽板１８の左右方向長さをほぼ三等分する二箇所に
は多数の小孔からなる第１音放出口１９と第２音放出口２０が形成されている。また、前
記両音放出口１９，２０のうち左側に位置する第１音放出口１９の右側近傍には、多数の
小孔からなる第３音放出口２１がバスレフポートとして機能するように形成されている。
そして、図２に略示するように、前記遮蔽板１８の裏面側には、複数（本実施形態では２
つ）のエンクロージャＥ１，Ｅ２が、スピーカ収容部を構成するために遊技機１０の前後
方向の幅内（つまり、機内部）に位置するように区画壁２２により形成されている。
【００１７】
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前記各エンクロージャＥ１，Ｅ２のうち図２で左側の第１エンクロージャＥ１内にはコー
ン形スピーカの第１スピーカユニット２３が配設されて第１スピーカ装置Ｓ１を構築して
いる。なお、以下の説明においては「スピーカユニット」のことを「スピーカ」ともいう
。前記第１スピーカ２３は中音及び高音を好適に再生可能な中高音用スピーカユニットで
あり、その前面部（振動板のある側）には当該スピーカ２３から発せられる音声の通過を
許容する合成繊維素材からなる保護カバー２４が被覆されている。そして、この保護カバ
ー２４が被覆されてなる第１スピーカ２３は当該スピーカ２３の前面部が前記第１音放出
口１９に位置合わせされた状態で遮蔽板１８の裏面側に装着されている。そのため、前記
第１スピーカ２３の前面部は第１音放出口１９を介して遊技機１０外部の大気と直接接触
していることになる。
【００１８】
従って、この第１スピーカ２３が遮蔽板１８の裏面側に装着された状態において、第１エ
ンクロージャＥ１は、第１音放出口１９以外には音出口のない密閉型エンクロージャ構造
のスピーカ収容部とされる。なお、第１エンクロージャＥ１の容量は適正容量となるよう
に所定の計算式に従って設計されている。また、このような密閉型エンクロージャ構造を
なすスピーカ収容部にスピーカユニットを内包した形態のスピーカ装置のことを、一般に
、密閉型スピーカと呼んでいる。そして、本実施形態では、前記第１スピーカ装置Ｓ１を
密閉型スピーカとして構成している。
【００１９】
一方、図２で右側の第２エンクロージャＥ２内にはコーン形スピーカの第２スピーカユニ
ット２５が配設されて第２スピーカ装置Ｓ２を構築している。前記第２スピーカ２５は中
音及び低音を好適に再生可能な中低音用スピーカユニットであり、その前面部には当該ス
ピーカ２５から発せられる音声の通過を許容する合成繊維素材からなる保護カバー２６が
被覆されている。そして、この保護カバー２６が被覆されてなる第２スピーカ２５は当該
スピーカ２５の前面部が前記第２音放出口２０に位置合わせされた状態で遮蔽板１８の裏
面側に装着されている。そのため、前記第２スピーカ２５の前面部は第２音放出口２０を
介して遊技機１０外部の大気と直接接触していることになる。
【００２０】
また、図２に示すように、前記第２エンクロージャＥ２は第１エンクロージャＥ１よりも
容量が大きく構成されている。そして、この第２エンクロージャＥ２内には前記第２スピ
ーカ２５の背面近傍位置から前記第３音放出口２１に連なるバスレフダクト（共鳴管とも
いう）２７が区画壁２２により延長屈折した迷路状のダクト構造をなすように形成されて
いる。そのため、前記第２スピーカ２５の背面部はバスレフダクト２７及び第３音放出口
２１を介して遊技機１０外部の大気と直接接触していることになる。
【００２１】
従って、この第２スピーカ２５が遮蔽板１８の裏面側に装着された状態において、第２エ
ンクロージャＥ２は、バスレフポートたる第３音放出口２１に連通するバスレフダクト２
７が内部に形成されたバスレフ型エンクロージャ構造をなすスピーカ収容部とされる。な
お、第２エンクロージャＥ２の容量については低音再生のための適正容量となるように設
計されている。但し、第１エンクロージャＥ１の場合に比して容量設計の自由度は高い。
また、このようなバスレフ型エンクロージャ構造のスピーカ収容部にスピーカユニットを
内包した形態のスピーカ装置のことを、一般に、バスレフ形スピーカ（位相反転形スピー
カ）と呼んでいる。そして、本実施形態では、前記第２スピーカ装置Ｓ２をバスレフ形ス
ピーカ（位相反転形スピーカ）として構成している。
【００２２】
次に、上記のように構成した本実施形態に係る遊技機１０の作用を説明する。さて、この
遊技機１０を遊技場等に設置する際には、まず外枠１１が設置枠台（図示略）上に立設さ
れた後、その外枠１１に対して中枠１２が組み付け整合される。そして、その中枠設置部
位よりも下方位置には遮蔽板１８と区画壁２２とにより形成されるエンクロージャＥ１，
Ｅ２をスピーカ収容部として第１，第２スピーカ装置Ｓ１，Ｓ２が遊技機１０の機内部に
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位置するようにセットされる。
【００２３】
そして、設置後には、当該遊技機１０において入賞等の所定遊技状態が発生すると、図示
しない音声制御基板から出力される音声制御信号に基づいて前記各スピーカ装置Ｓ１，Ｓ
２から様々な効果音が再生出力される。そして、その効果音等の再生出力に際して、密閉
型スピーカとして構成された第１スピーカ装置Ｓ１及びバスレフ型スピーカとして構成さ
れた第２スピーカ装置Ｓ２からは、音質の良い再生音の出力が可能とされる。
【００２４】
ここで、スピーカの特性について説明すると、スピーカは、振動板が前に動くと正面（前
面）の空気密度が高くなると同時に背面（後面）の空気密度が低くなり、反対に、振動板
が後に動くと背面の空気密度が高くなると同時に正面の空気密度が低くなる。また、スピ
ーカの正面（前面）から出る音と背面（後面）から出る音とは双方の音の位相において１
８０度のずれがあり、正面からの音の位相を正相とした場合、背面からの音の位相は逆相
になる。そのため、スピーカの前後の空気を隔離する構造体（バッフル板）がないと、特
に高音に比して指向性の鈍い低音は、その音波がスピーカの周囲を往復するだけで前方へ
進まない。その結果、そのようなスピーカでは、正面から出た正相の低音と背面から出た
逆相の低音とが打ち消し合うことになり、高音ばかりが強調されて低音がはっきり聞こえ
ないという状況を招いてしまう。
【００２５】
そこで、そのような状況を招来しないために、通常、スピーカ装置が構築される場合には
、スピーカの前後の空気を隔離する構造体（バッフル板）が当該スピーカのエンクロージ
ャとして設けられる。ここに「エンクロージャ」とはスピーカユニットが装着される構造
体のことをいうが、必ずしも完全な箱体形状の構造体のみを意味しない。即ち、スピーカ
の正面から出た正相の低音と背面から出た逆相の低音との打ち消し合いを防ぐことが可能
な構造体であれば、平板状のバッフル板や、そのようなバッフル板の角を後へ曲げた形の
背面開放型キャビネット形態のものも、本明細書中における「エンクロージャ」の技術的
概念には含まれるものである。そして、かかるスピーカの特性を考慮して構成された前記
第１，第２スピーカ装置Ｓ１，Ｓ２は、スピーカ収容部がエンクロージャ構造をなしてい
るため、次のような機能を発揮する。
【００２６】
まず、密閉型スピーカである第１スピーカ装置Ｓ１の場合は、スピーカ２３の前後での密
度の相違する空気の干渉が密閉型エンクロージャ構造をなす第１エンクロージャＥ１によ
り完全に遮断される。従って、スピーカ２３の正面から出た正相の音と背面から出た逆相
の音とが互いに打ち消し合うことはない。また、図２に示されるように、第１エンクロー
ジャＥ１は、正面から見て横幅が広く且つ奥行きが浅い形態をしている。そのため、この
第１スピーカ装置Ｓ１では、第１エンクロージャＥ１内でスピーカ２３に背面からの空気
圧がかかるため、音質の良い中高音が再生出力されると共に、低音に関しても量感は少な
いものの、締まりのある歯切れよい低音の再生が可能とされる。
【００２７】
一方、第２スピーカ装置Ｓ２のようなバスレフ形スピーカは、音波が空洞（つまり、エン
クロージャの容積）と筒（即ち、バスレフダクト）で共鳴する現象を利用し、スピーカの
背面からの音を空洞と筒で共鳴させることにより低音域の量感を補うようにしたスピーカ
である。そのため、スピーカ収容部が密閉型エンクロージャ構造の密閉型スピーカよりも
低音の量感が得やすく、低音増強用には好適なスピーカとされている。そこで次に、この
ようなバスレフ形スピーカとして構成された前記第２スピーカ装置Ｓ２における低音再生
原理に関して、以下詳細に説明する。
【００２８】
前述したように、スピーカの正面（前面）から出る音と背面（後面）から出る音とは双方
の音の位相において１８０度のずれがあり、正面からの音の位相を正相とした場合、背面
からの音の位相は逆相になる。従って、バスレフ形スピーカにおけるバスレフダクトの全
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長をＬとした場合、そのスピーカから発せられる音のうち波長がＬとなる周波数の音は、
正面から出る音と背面から出る音とが互いに打ち消し合うため、低音増強を図ることがで
きない。しかし、波長が２Ｌとなる周波数の音の場合は、正面から出る音と背面から出る
音とが同相となるため、双方の音が互いに打ち消し合わず、低音の増強を図ることができ
る。
【００２９】
そこで、前記第２スピーカ装置Ｓ２では、第２エンクロージャＥ２内に形成されるバスレ
フダクト２７を図２に示すような延長屈折した迷路状のダクト構造をなすように構成し、
まず、バスレフダクト２７の全長Ｌを長く確保できるようにしている。ちなみに、本実施
形態の遊技機（パチンコ機）１０の場合、機台寸法も関係するが、図２に示すような迷路
形状とすることで、そのバスレフダクト２７の全長Ｌを約０．７ｍ程度としている。また
、一般に、波長が２Ｌ以下の音の場合には、２Ｌの０．７倍位の周波数までが低域再生帯
域（低音の再生限界周波数）になると言われている。
【００３０】
従って、このような前提のもと、全長Ｌが０．７ｍとなるように迷路状に延長屈折させて
形成された第２スピーカ装置Ｓ１のバスレフダクト２７の場合には、バスレフダクト２７
の断面積とスピーカ２５の振動板面積が同一として計算すると、２Ｌの波長は１．４ｍ（
＝２×０．７ｍ）となる。つまり、波長が１．４ｍの音の場合に低音の増強を図ることが
できることになる。そして、この場合での低音の周波数は２４３Ｈｚ（＝音速３４０ｍ／
ｓｅｃ÷１．４ｍ）であるため、その低域再生帯域は１７０Ｈｚ（＝２４３Ｈｚ×０．７
倍）となる。従って、このようにバスレフダクト２７を延長屈折した迷路状のダクト構造
とすれば、たとえ機台寸法が小さくても、当該バスレフダクト２７の全長Ｌを長く確保で
きることから、第２スピーカ装置Ｓ２においては低音増強の図れる低域再生帯域をより一
層低く設定できることになる。
【００３１】
図３は、このような第１及び第２スピーカ装置Ｓ１，Ｓ２からなるスピーカシステムから
の音響出力を測定して得られた再生音圧周波数特性ｆを表した図である。この図３におい
て、グラフの横軸は出力される再生音の周波数（Ｈｚ）を、また、グラフの縦軸は出力さ
れる再生音の音圧レベル（ｄｂ）を、それぞれ示している。一方、図４は、従来技術のよ
うに中枠１２の前面側下部に取り付けられている通常の遊技機用スピーカシステム（比較
例）における再生音圧周波数特性ｆ１を表した図である。両図に示された再生音圧周波数
特性ｆ，ｆ１の各グラフを対比してみると、図４のスピーカシステムの場合には、低域再
生帯域が３５０Ｈｚ程度までしかのびていないのに対し、図３の本実施形態のスピーカシ
ステムの場合には１７０Ｈｚあたりまで低域再生帯域がのびていることが理解できる。
【００３２】
従って、上記のように構成された本実施形態の遊技機１０及び各スピーカ装置Ｓ１，Ｓ２
によれば、以下のような効果を得ることができる。
（１）各スピーカ装置Ｓ１，Ｓ２においてスピーカ収容部を構成するエンクロージャＥ１
，Ｅ２は、外枠１１内における中枠１２の組み付け整合領域（中枠設置部位）よりも下方
位置に配設されている。即ち、中枠１２や他の遊技機構成部材が多く配設された中枠設置
部位よりも外枠１１内の下方位置においてスペース的な制約をそれほど受けることなく配
設されている。従って、スピーカ装置Ｓ１，Ｓ２におけるスピーカユニット２３，２５に
は低域再生帯域が広い比較的大型のスピーカを採用することができ、各スピーカ装置Ｓ１
，Ｓ２からは高音質の効果音等を再生出力することができる。
【００３３】
（２）しかも、前記各エンクロージャＳ１，Ｓ２は、遊技機１０の前後方向の幅内（つま
り、機内部）に位置するように配設されるため、低音部の増強を図りつつも、従来とは異
なり、遊技機１０の機裏側において頻繁に行われる基板交換等のメンテナンス作業に支障
を与えることもない。
【００３４】
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（３）また、各スピーカ装置Ｓ１，Ｓ２では、スピーカ２３，２５の正面から出る音と背
面から出る音とが打ち消し合うことを防止する構造体（バッフル板）として遮蔽板１８及
び区画壁２２からなるエンクロージャＥ１，Ｅ２を採用しているため、各スピーカユニッ
ト２３，２５からは中高音域のみならず低音域の再生をも確実に図ることができる。
【００３５】
（４）また、各スピーカ装置Ｓ１，Ｓ２は各々のスピーカ２３，２５の前面部が第１，第
２音放出口１９，２０を介して、また第２スピーカの後面部がバスレフダクト２７及び第
３音放出口２１を介して、それぞれ遊技機１０外部の大気と直接接触している構成とされ
ている。従って、各スピーカ２３，２５からは再生音を篭もらせることなく、更に高音質
にして再生出力できる。
【００３６】
（５）さらに、各スピーカ２３，２５の振動板やエッヂのある前面部には、各スピーカ２
３，２５から発せられる音声の通過を許容する合成繊維素材からなる保護カバー２４，２
６が被覆されているため、各スピーカ２３，２５の前面部を音質の低下を招くことなく好
適に保護することができる。
【００３７】
（６）加えて、各スピーカユニット２３，２５がそれぞれ専用のエンクロージャＥ１，Ｅ
２内に個別独立して配設されているため、他のエンクロージャ内に配設されている他のス
ピーカユニットから再生出力される音との抵触が回避されると共に、各エンクロージャ内
に配設されるスピーカユニット２３，２５の再生音を篭もらせることがなく、透明感のあ
る音として高品質で再生することができる。
【００３８】
（７）また、密閉型スピーカとして構成された第１スピーカ装置Ｓ１では、そのエンクロ
ージャＥ１を密閉構造とし、且つエンクロージャＥ１は正面から見て横幅が広く且つ奥行
きが浅い形態とした。そのため、当該エンクロージャＥ１内では、スピーカ２３に背面か
ら空気圧がかかることになり、音質の良い中高音を再生出力できると共に、低音に関して
も量感は少ないものの締まりのある歯切れ良い低音を再生出力することができる。
【００３９】
（８）一方、バスレフ型スピーカとして構成された第２スピーカ装置Ｓ２では、そのエン
クロージャＥ２の内部に第３音放出口２１に連なるバスレフダクト２７が形成されている
。そのため、当該バスレフダクト２７内及びエンクロージャＥ２内でスピーカ２５の背面
から出た音を共鳴させて低音域の量感を補うことができ、迫力ある低音の再生が可能であ
りながら、スピーカ装置Ｓ２自体を非常にコンパクトにできる。
【００４０】
（９）しかも、そのバスレフダクト２７は延長屈折した迷路状のダクト構造をなしている
ため、機台寸法に制約のある遊技機１０であっても、バスレフダクト２７の全長を長く確
保できる。従って、バスレフ型スピーカにあって低音増強の図れる低域再生帯域をより一
層低域までのばすことができ、より迫力のある所謂重低音を響かせることができる。
【００４１】
（１０）さらに、第１スピーカユニット２３を中高音用のスピーカユニットとすると共に
、第２スピーカユニット２５を中低音用のスピーカユニットとしたことにより、両スピー
カ装置Ｓ１，Ｓ２により低音から中高音までの全音域に亘って高音質な再生出力ができる
マルチウェイタイプのスピーカシステムとして構築できる。
【００４２】
（第２実施形態）
次に、本発明の第２実施形態を図５及び図６に従って説明する。なお、この第２実施形態
は第２スピーカ装置Ｓ２におけるエンクロージャＥ２の具体的構成においてのみ第１実施
形態と相違するものであり、その他の構成は第１実施形態の場合と同じである。従って、
以下の説明においては、第１実施形態との相違部分を中心に説明することとし、その他の
部分については第１実施形態と同一の符号を付すことにより重複した説明は省略する。
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【００４３】
さて、本実施形態に係る遊技機１０は、外枠１１内の中枠設置部位よりも下方位置に、図
５に示すように、密閉型スピーカとして構成された第１スピーカ装置Ｓ１と、バスレフ型
スピーカとして構成された第２スピーカ装置Ｓ２とを備えている。各スピーカ装置Ｓ１，
Ｓ２は、遮蔽板１８の裏側に区画壁２２により形成された各エンクロージャＥ１，Ｅ２を
スピーカ収容部とし、第１エンクロージャＥ１内には中高音用スピーカユニットである第
１スピーカ２３が配設され、第２エンクロージャＥ２内には中低音用スピーカユニットで
ある第２スピーカ２５が配設されている。なお、図５には図示されていないが、遮蔽板１
８における各スピーカ２３，２５の前面部と対応する位置には第１音放出口１９と第２音
放出口２０が形成されている。
【００４４】
第２スピーカ装置Ｓ２のエンクロージャＥ２内において、遮蔽板１８の裏面側には、当該
遮蔽板１８の左右方向長さをほぼ二等分する箇所から筒状をなすバスレフダクト２７が突
設されている。そして、図示はしないが、前記遮蔽板１８におけるバスレフダクト２７と
対応する位置にはバスレフポートとして機能する第３音放出口２１が形成されている。ま
た、第２エンクロージャＥ２の容量は低音再生のための適正容量となるように設計されて
いる。そして、このように構成された第２スピーカ装置Ｓ２からの音響出力を測定してみ
ると、図６に示すような再生音圧周波数特性ｆのグラフとなり、低域再生帯域は１７０Ｈ
ｚ程度まで及んでいる。従って、本実施形態においては前記第１実施形態における（１）
～（８）及び（１０）の各効果と同様の効果を奏する。
【００４５】
（第３実施形態）
次に、本発明の第３実施形態を図７及び図８に従って説明する。なお、この第３実施形態
についても前述した第１実施形態と相違する部分を中心に説明することとし、その他の部
分については第１実施形態と同一の符号を付すことにより重複した説明は省略する。
【００４６】
さて、本実施形態に係る遊技機１０は、外枠１１内の中枠設置部位よりも下方位置に、図
７に示すように、バスレフ型スピーカとして構成されたスピーカ装置Ｓを備えている。こ
のスピーカ装置Ｓは、遮蔽板１８の裏側に区画壁２２により形成されたエンクロージャＥ
をスピーカ収容部として、そのエンクロージャＥ内に第１スピーカユニット２３と第２ス
ピーカユニット２５とを配設している。第１スピーカユニット２３は前記第１，第２実施
形態における第１スピーカユニット２３と同じコーン形の中高音用スピーカユニットであ
る。
【００４７】
第２スピーカユニット２５は、前面部が横長のコーン形スピーカユニットであり、第１ス
ピーカユニット２３よりも再生帯域が低い中低音用のスピーカユニットが使用されている
。このような横長のスピーカユニットが配設可能とされるのも、外枠１１内の下方位置に
スピーカ収容部（エンクロージャＥ）を設けたことによる。また、エンクロージャＥ内に
おいては、前記第２スピーカユニット２５が中央に配置される一方、前記第１スピーカユ
ニット２３が正面から見て右側寄りに配置されている。そして、図示はしないが、遮蔽板
１８における第１スピーカユニット２３の前面部と対応する位置には第１音放出口１９が
形成されると共に、第２スピーカユニット２５の前面部と対応する位置には第２音放出口
２０が形成されている。
【００４８】
また、本実施形態では、前記エンクロージャＥ内において、遮蔽板１８の裏面側には、当
該遮蔽板１８の左右両端の近傍箇所から、区画壁２２の内面に沿って屈曲した筒状をなす
バスレフダクト２７が左右それぞれ設けられている。そして、図示はしないが、前記遮蔽
板１８における各バスレフダクト２７と対応する位置にはバスレフポートとして機能する
第３音放出口２１が各々形成されている。また、エンクロージャＥの容量は低音再生のた
めの適正容量となるように設計されている。そして、このように構成されたスピーカ装置
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Ｓからの音響出力を測定してみると、図８に示すような再生音圧周波数特性ｆのグラフと
なり、低域再生帯域は１７０Ｈｚ程度まで及んでいる。
【００４９】
従って、本実施形態においても前記第１実施形態における（１）～（６）及び（１０）の
各効果と同様の効果を奏する。
なお、上記各実施形態は以下のような別例に変更して具体化してもよい。
【００５０】
・　前記各実施形態では、各スピーカユニット２３，２５の前面部を保護カバー２４，２
６により覆っていたが、このようなカバー２４，２６は必ずしもなくてよい。
【００５１】
・　前記各実施形態では、遮蔽板１８に形成される第１，第２音放出口１９，２０を多数
の小孔にて構成したが、第１，第２スピーカユニット２３，２５の前面部を直接大気に接
触できるならば、各音放出口１９，２０の形成態様は小孔に限らない。また、バスレフポ
ートとして機能する第３音放出口２１の形成態様についても同様である。
【００５２】
・　前記各実施形態では、スピーカ収容部が各エンクロージャＥ，Ｅ１，Ｅ２により構成
されていたが、スピーカ収容部は必ずしもエンクロージャ構造をしていなくてもよい。
【００５３】
・　前記各実施形態では、遊技機１０の外枠１１内に中枠１２を組み付け整合し、その中
枠設置部位よりも下方にスピーカ収容部を配設していたが、中枠１２を有しない遊技機１
０の場合には、遊技機１０における外枠１１内の下方位置にスピーカ収容部を配設するよ
うにしてもよい。
【００５４】
・　前記第１実施形態では、第２エンクロージャＥ２内に形成されるバスレフダクト２７
を延長屈折した迷路状のダクト構造をなすように形成したが、そのダクト構造を図９に示
すように形成し、所謂バックロードホーン型のバスレフダクト２７に構成してもよい。即
ち、当該バスレフダクト２７の幅員がバスレフポートたる第３音放出口２１（図９では図
示略）に近づくほど増加するホーン状のダクト構造にしてもよい。このようにバスレフダ
クト２７を構成すれば、低音域の能率を良くし、所謂歯切れの良い音を再生出力すること
ができる。
【００５５】
　・　前記各実施形態では、第１スピーカユニット２３と第２スピーカユニット２５が共
に外枠１１内の中枠設置部位よりも下方位置に設けられていたが、当該下方位置には図１
０に示すように第２スピーカユニット２５のみを配設するようにしてもよい。即ち、中高
音用の第１スピーカユニット２３に関しては、機体における他の部位、例えば従来と同様
に中枠１２の前面側下部等に配設するようにしてもよい。
【００５６】
・　前記第１，第２実施形態では、スピーカ収容部を２つのエンクロージャＥ１，Ｅ２に
より構成していたが、図１１に示すように、３つのエンクロージャＥ１～Ｅ３にてスピー
カ収容部を構成してもよい。即ち、各エンクロージャＥ１～Ｅ３毎に高音用・中音用・低
音用の各スピーカユニット３１～３３を個別に配設して各スピーカ装置Ｓ１～Ｓ３を構成
してもよい。この場合には、各エンクロージャＥ１～Ｅ３が各音域専用のエンクロージャ
とされ、夫々の音域における再生音を高品質に保つことができる。なお、図１１において
各スピーカ３１～３３の前面部は保護カバー３４～３６で覆われているが、必ずしも各カ
バー３４～３６はなくてもよい。また、１つのエンクロージャ内に配設されるスピーカユ
ニットの数は１つに限定されない。
【００５７】
・　前記第１，第２実施形態では第１エンクロージャＥ１内に中高音用の第１スピーカユ
ニット２３を配設していたが、当該第１エンクロージャＥ１内に低音用のスピーカユニッ
トを更に加えて配設するようにしてもよい。
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【００５８】
・　前記第３実施形態では、中高音用の第１スピーカ２３と中低音用の第２スピーカ２５
との組み合わせでマルチウェイタイプのスピーカシステムを構成したが、図１２に示すよ
うに、低音用のスピーカ３１と中音用のスピーカ３２及び高音用のスピーカ３３をエンク
ロージャＥ内に配設することでマルチウェイタイプのスピーカシステムを構成してもよい
。なお、図１２において各スピーカ３１～３３の前面部は保護カバー３４～３６で覆われ
ているが、必ずしも各カバー３４～３６はなくてもよい。
【００５９】
・　前記第３実施形態では、中高音用の第１スピーカ２３と中低音用の第２スピーカ２５
との組み合わせで、また、図１１及び図１２の各別例では、低音用のスピーカ３１と中音
用のスピーカ３２及び高音用のスピーカ３３の組み合わせで、マルチウェイタイプのスピ
ーカシステムをそれぞれ構成している。そして、各スピーカ２３，２５，３１，３２，３
３をそれぞれエンクロージャＥ，Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３内に収容していた。しかし、マルチウ
ェイタイプのスピーカシステムを構成することで全音域に亘る高音質の再生出力をするた
めならば、特に、各スピーカ２３，２５，３１，３２，３３をエンクロージャＥ，Ｅ１，
Ｅ２，Ｅ３内に収容する必要はない。
【００６０】
・　前記各実施形態では、各スピーカユニット２３，２５，３１，３２，３３がコーン形
スピーカユニットにより構成されていたが、コーン形スピーカユニットに限定されず、例
えば平面形スピーカユニット等も適用可能である。
【００６１】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、遊技機における機裏側のメンテナンス作業に支障
を与えることなく、当該遊技機が備えるスピーカ装置の高音質化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】スピーカシステムが搭載されるパチンコ遊技機の正面図。
【図２】図１の２－２線で切断矢視した状態を示す第１実施形態のスピーカシステムの概
略平面図。
【図３】そのスピーカシステムの再生音圧周波数特性を表したグラフ。
【図４】従来技術に相当する比較例の再生音圧周波数特性を表したグラフ。
【図５】第２実施形態のスピーカシステムの概略平面図。
【図６】そのスピーカシステムの再生音圧周波数特性を表したグラフ。
【図７】第３実施形態のスピーカシステムの概略平面図。
【図８】そのスピーカシステムの再生音圧周波数特性を表したグラフ。
【図９】第１実施形態の別例のスピーカシステムの概略平面図。
【図１０】第１実施形態の他の別例のスピーカシステムの概略平面図。
【図１１】第１実施形態の更に別例のスピーカシステムの概略平面図。
【図１２】第３実施形態の別例のスピーカシステムの概略平面図。
【符号の説明】
１０…遊技機、１１…外枠、１２…中枠、１８…遮蔽板、１９…第１音放出口、２０…第
２音放出口、２１…第３音放出口、２２…区画壁、２３…第１スピーカユニット、２４…
保護カバー、２５…第２スピーカユニット、２６…保護カバー、２７…バスレフダクト、
Ｅ，Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３…エンクロージャ、Ｓ，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３…スピーカ装置。
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